
平成２８年度第３回浅口市行財政改革推進懇談会 

 

日時 平成 29年 1月 20日（金） 

                                           午後 2時～午後 4時 

場所 浅口市役所 3階第 1会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 協議事項 

 

 （１）第３次浅口市行政改革大綱及び改革プランについて 

   ・行政改革大綱 

 

 

   ・行政改革プラン 

 

 

   ・答申（案） 

 

（２）本庁・総合支所（分室）のあり方について 

   ・組織体制 

 

 

   ・支所庁舎の有効活用 

 

 

   ・答申（案） 

 

 

（３）その他 

    

 

 

３ 閉 会 

 

 



 

 

（３）行政改革の基本方針 

  市総合計画が掲げる将来像を実現するための行政改革の基本方針として、

次の４点を意識したうえでの改革を実践します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政改革の４つの基本方針 

① 市民満足度を高める  【Ｓ
．
atisfy！（満足）】 

   市民が満足できるサービスの提供と、行政の透明性の充実を図ります。 

② 市民と行政で未来を創る市民との新しい関係を共に創る 【Ｓ
．
crum！（共に）】 

   市民協働のまちづくりや市民参加の仕組みづくりを市民と共同して創ります。 

③ 発展戦略のある強い組織体制を築く  【Ｓ
．
trong！（強い）】 

   行政経営体制の確立や人材育成を充実させ強い組織体制を築きます。 

④ 持続的な財政基盤を確立する  【Ｓ
．
tability！（安定）】 

   スリムで効率的な財政基盤を確立します。 

４つの 

Ｓ 
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Ⅴ 行政改革の体系と重点事項 

（１）行政改革の体系 

  行政改革の理念、基本方針とそれに基づく重点事項の体系を次のとおりと 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ⅰ)Satisfy!

（満足） 

市民満足度を
高める 

①行政サービ
スの提供手段
の見直し 

②市政の透明
性の確保 

(Ⅱ)Scrum!

（共に） 

市民と行政で
未来を創る 

③市民と行政
による協働の
まちづくり 

④市民参加の
仕組みづくり 

(Ⅲ)Strong!

（強い） 

発展戦略のあ
る強い組織体
制を築く 

⑤行政経営体
制の強化 

⑥人材育成の
充実 

(Ⅳ)Stability!

（安定） 

持続的な財政
基盤を確立す
る 

⑦歳入の確保 

⑧歳出の抑制 

⑨経営の健全
化 

・市民目線での改革 

・環境変化に耐えうる組織への変革 

・スピード感のある改革 

市民が実感する行政経営 

理念 

基本方針 

重点事項 

職員の意識改革 
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  基本方針２ 市民と行政で未来を創る    

   市民のための行政の実現に向け、市民参画による事業を推進し、市民 

  とともに協働のまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

このため、以下の２つの項目を重点的に取り組みます。 

 

  ③市民と行政による協働のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

  ④市民参加の仕組みづくり 

 

 

 

 

 

基本方針３ 発展戦略のある強い組織体制を築く    

   市民ニーズ、地域課題、社会環境の変化に対応できる組織体制の強化が

必要です。このため、以下の２つの項目を重点的に取り組みます。 

 

  ⑤行政経営体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥人材育成の充実 

 

 

 

 

 

 

 様々な地域課題に的確に対応していくため、これまで以上に、行政

と市民が連携し、助け合うことが重要であり、職員の意識改革はもと

より、市民の意識改革も促しながら協働のパートナーとしてまちづく

りを積極的に進めていきます。 

 協働の理念実現のため、市民が行政に関心を持ち参加・参画してい

く仕組みづくりを進めていきます。 

 限られた経営資源をより効果的・効率的に活用した政策や、魅力あ

るまちを創造するための発展的な政策を協議・議論の中から導き出す

ため、戦略のある組織体制の構築、事務事業評価結果の実践、執務環

境の整備に取り組み、市としての一体的な政策的方向性を示す体制の

強化に努めます。 

 多様化する行政課題に対応できる職員の育成を行うため、研修体制

の一層の充実を図ります。 

 また、職員の学習と成長を支援し、ともに認め合い能力を高め合う

職場風土の形成を目指します。 

‐8‐ 



第3次浅口市行政改革プラン

新
　
規

新
　
規

実施項目

申請手続き等の利便性の向上

情報発信力の強化

導入
・市民サービスの向上

H33
想定効果実施計画（概要）

準備期間 推進期間
H28 H29

番号
担当課
（関係課） H30 H31 H32

4

(8)
コンビニ収納
サービスの導
入

税務課
休日、夜間でも２４時間納付が可能となるコ
ンビニ収納サービスを導入する。

・市民サービスの向上
・納期限内納付の増大

(7)
証明書コンビ
ニ交付サービ
スの導入

市民課
（地域創造課）

個人番号カードがあれば、住民票の写しな
ど各種証明書がコンビニで取得できる交付
サービスを導入する。

導入

5

広報紙及び
ホームページ
等による情報
発信の充実

政策課
（全庁）

制度、行事、市政への提案等と対応策な
ど、多岐に渡る市政情報が伝わりやすい形
で提供できるよう検討し、効果的な情報発
信を行う。

・情報共有の促進
　市政情報の提供

報道機関へ
の情報発信
の強化

政策課
（全庁）

報道発表のガイドラインを随時改定するな
ど、各担当が報道発表しやすい土壌づくり
を行う。

・情報共有の促進

(9)

(10)

実施 

実施 

実施 

実施 
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平成２９年２月 日 

 

浅口市長  栗 山 康 彦  殿 

 

浅口市行財政改革推進懇談会 

会長 佐 藤 豊 信 

 

 

第３次浅口市行政改革大綱・行政改革プランについて（答申） 

 

 

 平成２８年１０月３１日付け、浅政第１３４号で諮問のありました標記事項

について、当懇談会において慎重に審議した結果、下記のとおりの結論を得ま

したので答申します。 

 

記 

 

 

 １ 諮問事項   

第３次浅口市行政改革大綱及び浅口市行政改革プランについて、事務 

局から提出のあった案を中心に審議を行い、別紙に掲げる内容をもって 

定めることが適当であるとの結論に達しました。 

 

 ２ 補足事項   

（１）行政改革大綱及び行政改革プランに掲げられた取組項目の進捗状況に 

ついては、適宜、当懇談会へ報告し、評価・検証できるシステムの構築

を提案します。 

 

（２） 行財政改革は、単に財政の縮減化のみを目的に行うのではなく、浅口

市の発展、市民の幸せに寄与するものでなくてはなりません。より質の

高い市民サービスを提供するため、限られた人材や財源を有効に活用す

べきであります。 

 

（３）浅口市の将来にわたる持続可能な行政経営を実現するためには、市民

と行政が一体となってまちづくりに取り組んでいくことが必要不可欠で

あります。職員の意識改革はもとより、市民との情報共有にも注力し、

市民の参画する行財政改革をより推進することを期待します。 

（案） 資料３ 



 

※下記の図は懇談会で議論するためのイメージであり、答申を基に今後、基本計画を策定する中で検討を行っていきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 支所（分室）機能について 

 

    

 

          

【市長部局】 

浅口市役所（本庁舎）※総合窓口 

健康福祉センター  （ワンストップサービスを検討） 
 

 

 
金光・寄島支所 

○市民サービスに密着した窓口業務等を維持 

諸証明発行（住民票・印鑑証明等）・印鑑登録 

諸証明発行（完納証明・所得証明等）・税金納入 

水道料金・ごみ搬入受付・各種申請書受付 等 

 

 

 

金光・寄島分室 
○市民サービスに密着した窓口業務等を維持 

生涯学習施設・公民館の管理運営 

施設使用料の収納・公民館事業（講座）の運営 

学校開放・各種申請書受付 等 

 

 

本庁・支所の組織体制イメージ（本庁・分散型方式） 

機能 常設的機能 ◎[上記業務] 

補完的機能 ◎短期集中型業務 ※各種申請届出（集中的なもの）・イベント等 

本 庁 

【教育委員会部局】 

中央公民館 

 

 

 

○本庁へは専門的な業務を集約する（機能・体制の強化を図り、市民サービスの向上を図る） 
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ワンストップサービス（総合窓口）の概要 

１．概 要 
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２．内容・方法 
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ライフイベントとは 

総合窓口の対象外 
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